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令和２年度 第４回「松任地区 まちづくり会議」概要  

 

日 時：令和２年７月１２日（日） １４：００～１５：００ 

場 所：松任公民館 

参加団体等：松任婦人会、松任壮年会、星寿会、松任地区社会福祉協議会、松任地

区体育協会、松任小校下子ども会、市町会連合会理事など 

 

発言【１】 

①JR松任駅前のカラスについて 

②鷹や案山子も効果があるのではないか。 

【市】 

 ①②駅前には市民の憩いの場となる松任城址公園があり、たくさん木々が植えら

れております。そこをねぐらとするカラスが電線にとまりフンを落としています。 

松任城址公園の現状を確認したところ、相当数のカラスの群れが集まっておりま

す。郊外における農作物の被害対策であれば、銃による追い払いも実施しておりま

すが、鳥獣保護法により、市街地での銃の使用は禁止されており、捕獲する際には

さまざまな制限があります。 

そのため、カラスの撃退法は、もっぱら脅かし対策ということになりますが、場

所が街中ということもあり、これといった効果的な方法がないのが現在の状況です。 

しかしながら、去る 9月 28 日より一週間、爆竹・金属音・サーチライトの照射等

を用い、追い払い作業を行った結果、翌週からは、カラスがいなくなっております。  

金沢駅前や市街地等で効果があるとされる鷹を利用した追い払いについても、今後、

状況を観察し検討したいと考えております。 

 

発言【２】 

⑴避難施設について 

⑵市指定の福祉避難所について（自分で行けない人はどうするのか） 

 ⑶①町内会単位で福祉施設と話し合いをすればいいのか。 

  ②その施設が認定されているのかどうか。 

【市】 

⑴市内二次避難施設の施設管理者と連携し、順次施設利用計画を策定中でありま

す。避難者数に応じて、必要な居住空間を確保するため協議を行っており、それぞ

れの施設内で利用できる場所、スペースを最大限に活用できるよう準備を進めてお

ります。 
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⑵白山市福祉避難所の指定については次のとおりとなっております。 

１ 指定の目的 

大規模な地震・風水害等の災害が発生した場合に、要援護者が支障なく、安心・

安全に避難生活を送ることができることを目的とする。 

２ 協定の締結 

災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定（４３施設と締結）。 

３ 対象者（要援護者） 

身体等の状況が福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない程度の者であ

って、避難所での生活において特別な配慮を要する高齢者、障害者、妊産婦等及び

その介護者。 

４ 指定施設 

看護や介護、相談などの専門職員が配置されており、バリアフリー化された設備

が整っている施設で、かつ、24 時間対応を可能とするため、夜間の生活に必要な人

員や設備等の体制が整っている保健福祉施設。 

５ 設置期間 

 福祉避難所は、災害時に必要に応じて開設される二次的避難所であり、設置期間

は必要最小限とし、指定施設が本来目的の活動を再開できるよう配慮する。 

６ 受入れの要請及び要援護者の移送 

 市は、災害時において、要援護者の存在を把握した場合には、指定施設に対し、

要援護者及びその介護者の受入れを要請するものとする。 

なお、福祉避難所への移送は、原則として当該要援護者の家族と支援者が行う。 

７ 物資及び介助者の確保 

 市は、避難所の運営に必要な物資の調達、看護師、介護員、ボランティア等の介

助者の確保に努めるものとする。 

なお、介助者の確保については、3 事業者と派遣協定を締結。 

８ 経費の負担 

 市は、福祉避難所の設置運営に係る経費について、所要の負担をするものとする。 

９ 福祉避難所の周知 

 市広報、ホームページ等に掲載するほか、民生委員をはじめ要援護者及びその家

族、自主防災組織など広く市民に周知する。 

なお、福祉避難所となる施設の玄関等に周知看板を掲示する。 

 

 ⑶①福祉避難所は、災害時に必要に応じて開設される二次的避難所であり、43 施
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設が市と「災害時における福祉避難場所の設置運営に関する協定書」を締結してお

ります。 

日頃から町内会等が地域の施設と災害時の対応について話し合うのは大変有意義

なことだと考えます。 

 ②令和 2 年 3 月、施設に「福祉避難所設置・運営マニュアル」を配布いたしまし

た。福祉避難所につきましては、市ホームページに一覧を掲載しています。市役

所の担当は長寿介護課です。 

 

発言【３】 

⑴JR松任駅前の雑草について 

⑵旧市街の中で危険な川があるが、対策はしているのか。  

【市】 

⑴松任駅南緑地は、定期的に管理しておりますが、時期的に雑草が伸びていたも

のと思われます。玄関口でありますので今後も市民及び市外の方に心地よい場所に

なりますよう努めてまいります。 

藤棚の剪定等の管理は、冬の季節が適期であるため、下草の管理が疎かになって

おりました。今後は定期的に管理してまいります。 

 ⑵ご質問にあった「かまどや」と「ローソン」の間は七ヶ用水の管理であり、転

落防止等フェンス等の安全柵が設けられています。 

また、危険箇所の調査を毎年行い、特に小中学校の通学路、特別老人施設等にあ

る用水で選定基準に合致するものについては、国の補助メニューを活用し、整備し

てまいりたいと考えています。 

 

発言【４】 

 敬老会が中止になったが、記念品はいただけないのか。 

【市】 

新型コロナウイルス感染症対策として 75歳以上の方に夏用マスクを 2枚配布いた

しました。 

 

発言【５】 

 松任総合運動公園の池やスロープなどの整備について  

【市】 

 市といたしましても、公園を管理する上で市民が安全安心に公園を利用していた
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だけますよう順次、改修等を行っておりますが、追い付かないのが現状です。ご意

見につきましては、真摯に受け止め、少しでも早く進めてまいります。 

 

発言【６】 

 ⑴公民館でのスマートフォン発信について 

 ⑵情報伝達手段のデジタル化と協働で創るまちづくり推進について 

【市】 

 関係部署と協議してまいります。 

 

 

 

 

 

 


